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１．住宅施策に関連する県計画の策定 

 

 本県では、少子高齢化の急速な進展や人口減少社会

の到来等の社会経済情勢の変化や住宅事情等の変化、

また、住宅の「量」の確保から住生活の「質」の向上

への転換を図るための住生活基本法の施行等の要因に

より、平成18年度に、これまでの「千葉県住宅マスタ

ープラン」に替えて、県民の豊かな住生活の実現に向

けた基本計画として「千葉県住生活基本計画」を策定

しました。 

 この「千葉県住生活基本計画」をはじめ、住宅政策

に関する以下の計画を策定して施策の展開を推進して

います。 

 

(1) 千葉県住生活基本計画 

①計画期間 

  平成18年度から平成27年度までの10年間。 

  なお、社会経済情勢等の変化に対応するため、政

策評価を行い原則として５年ごとに見直しを行いま

す。 

②目的 

  この計画は、県民の豊かな住生活の実現に向けて、

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する理念、

施策の目標及び推進すべき方向性等を定め、住生活

の安定向上に関する施策を総合的かつ計画的に推

進することを目的としています。 

③計画の位置づけ 

  この計画は、「千葉からの『変革と創造』」、「あす

のちばを拓く10のちから」等の上位計画を踏まえ、

住生活基本法第17条第１項の規定に基づき定める

計画です。 

④理念 

  県民が豊かな生活を送るためには、住宅や住宅周

辺の居住環境及び生活支援サービス、さらには住生

活を支える土台となる地域社会の構築が必要であり、

これらについて世代を超えて承継していくことが重

要となります。 

  また、このことを進めるにあたっては、行政及び

多様な組織、分野間の機動的な連携・協働が必要と

なります。 

これらのことから理念として、 

次世代へみんなで引き継ごう！ 

「豊かな住まい・環境・地域社会」 

～連携と協働による豊かな住生活の実現～ 

を掲げています。 

⑤施策体系 

 この理念を実現するために、「コミュニティ重視」、

「ストック重視」、「市場重視」、「関連する施策分野と

の連携」、「地域特性に応じたきめ細かな対応」の以上

の『５つの横断的視点』から『総合的目標』及び『６

つの分野別目標』を定め、施策を推進していくことと

しています。 

 

○総合目標 

 この計画の総合目標として「県民の豊かな住生活の

実現」を目指します。 

○６つの分野別目標 

1)住生活を支える豊かな地域社会の実現 

 地域に誇りと愛着を持って人々が生き生きと暮ら

し、自己の権利と責任を自覚する県民がお互いに支え

合い、次世代に引継がれる自立した地域社会を目指し

ます。 

2)良質な住宅ストックの形成 

 県民が安全で安定した生活が送れる住宅づくりと適

切に維持するための環境づくりを目指します。 

3)良好な居住環境の形成 

 次世代の県民も安心して暮らし続けられるような

居住環境の形成とシステムの構築を目指します。 

4)住宅市場の環境整備 

 県民がそれぞれのニ－ズに合わせてゆとりある住

宅・住環境を適切に選択できるような市場環境の整備

を目指します。 

5)住宅セーフティネットの確保 

 全ての世帯が、その世帯構成等に応じ、必要不可欠

な住宅が確保できるような環境の構築を目指します。 

6)地域特性に応じた施策の展開 

 地域の資源や活力を活用しながら地域の特性や課

題に対応していくための環境の形成を目指します。 

 

 これらの各々の目標をもとに「成果指標」を定め、

各種施策を推進し、施策の進捗状況やその効果を把握、

検証し定期的に計画の見直しを行い、将来にわたり計

画の実効性を高めていくこととします。 
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○理念と横断的視点及び目標 

理念：次世代へみんなで引き継ごう！「 豊かな住まい・環境・地域社会」 

 

１．住生活を支える豊かな地域社会の実現 
 
…地域に誇りと愛着を持って人々が生き生きと暮らし、自己の権利と責任を 
 自覚する県民がお互いに支え合い、次世代に引継がれる自立した地域社会を目指します。 

２．良質な住宅ストックの
形成 

 
…県民が安全で安定した生活が
送れる住宅づくりと適切に維
持するための環境づくりを目
指します。 

３．良好な居住環境の形成 
 
…次世代の県民も安心して暮らし続けられるような居住環境の形
成とシステムの構築を目指します。 

４．住宅市場の環境整備 
 
…県民がそれぞれのニーズに合わせてゆと
りある住宅・住環境を適切に選択できる
ような市場環境の整備を目指します。 

供給 

５．住宅セーフティネットの確保 
 
…全ての世帯が、その世帯構成等に応じ、
必要不可欠な住宅が確保できるような環
境の構築を目指します。 

補完

６．地域特性に応じた施策の展開 
 
…地域の資源や活力を活用しながら地域の特性や課題に対応していくための環境の形成を目指
します。 

●総合目標：『県民の豊かな住生活の実現』と６つの分野別目標 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

理念：次世代にみんなで引き継ごう！ 

 

「豊かな住まい・環境・地域社会」 

～協働と連携による豊かな住生活の実現～ 

コミュニティ 

重視 

地域 特性に応 
じたきめ細か 
な対応 

市場重視
ストック 

重視 

関連する施策

分野 との連携

横断的な視点 
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目標 成果指標 施策の類型・推進すべき施策の方向性

●総合目標 
県民の豊かな住生活の実現 ○住宅に対する満足度（満足、まあ満足の割合）：54.7％（H15）→60.0％（H22） 

○住生活に関する満足度（満足、まあ満足の割合）：（H19 から調査）→増加を目指す

 
３．良好な居住環境の形成 
 
 
 

○住環境に対する満足度（満足、まあ満足の割合） 

  65.2％（H15）→増加（H22） 

○地震時において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべ

き密集市街地のうち整備に着手した市の数 

  1 市（H17）→4市（早期） 

○防犯について良いほうと感じる県民の割合 

  18.9％(H17)→増加(H27) 

○刑法犯認知数 

  131,037 件（H17）→平成 7年の水準（99,791 件）を目指す（H20）

○汚水処理人口普及率 77.7%（H17）→82.0%（H24）   

○景観行政団体となった市町村数 9市町村（H18.12 末）→20 市町

村（H22）

①安全な居住環境の形成 

②子どもや高齢者等にとって安心できる

居住環境の形成 

（１）居住環境の 
基礎的性能の確保 

①環境負荷に配慮した住宅市街地の形成 

③居住環境を自ら守り育てるシステムの

構築 

（２）健康で 
ゆとりある住生活

を支える居住環境

の形成 

 
２．良質な住宅ストックの形成 
 
 
 

○新耐震基準が求める耐震性を有する住宅ストックの比率 

  79％（H15）→90％（H27） 

○誘導居住面積水準達成率 54％(H15)→60％（H22） 

○共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車いす・ベビーカーで

通行可能な住宅ストックの比率 10％（H15）→25％（H27） 

○一定の省エネルギー対策を講じた住宅ストックの比率 

  12％（H15）→25％（H27） 

○リフォーム実施戸数の住宅ストック戸数に対する割合 

 2.2%（H11～15 平均)→5％（H27） 

①共同住宅の適切な維持管理の実施 

②戸建住宅の適切なリフォーム等の実施 
（２）適切な維持管

理等による住宅ス

トックの良質化の

実現 

①耐震性等の住宅の安全性の確保 

③環境に配慮した住宅の普及 

②子育て世帯や高齢者等も安心して暮ら

せる住宅の整備 

（１）住宅の性能の

確保 

１．住生活を支える豊かな地域社会の

実現 
 
 
 

○市民活動が、地域において以前よりも活発となってきたと思う人

の割合 26.9％（H17）→増加（H20） 

○基本福祉フォーラム及び小域福祉フォーラムの設置数 

  7 箇所（H17）→656 箇所（Ｈ20） 

○自主防災組織の組織率  53％（Ｈ17）→70％（Ｈ22） 

○自主防犯パトロール隊の数 1,404 団体(H18.12 末)→増加(H27) 

○まちづくりにおいて国・県・市町村・住民団体・ＮＰＯ等との協

働・参画が行われている市町村の割合（協働・参画市町村数の割

合） 76.8％（H17）→80.4％（H22） 

○要保護児童対策地域協議会設置市町村数 

 20 市町村(H18)→全 56 市町村(H20)

①高齢者等が安心して住み続けられる地

域づくり 

③若者が支える地域活動の展開 

（２）人々が生き生

きと暮らし、互いに

支え合う地域社会 

①住民自らが育む持続可能な質の高いコ

ミュニティづくり 

②多世代で、地域内に住み続けられる居住

システムの構築 

（１）次世代に承継

する、誇りと愛着の

持てる地域社会 

②子育て世帯が安心して暮らせる地域づ

くり 

②美しい住宅市街地の形成 

短期               長期 

行政 

民間・ＮＰＯ等 

県民等 

短期               長期 

行政 

民間・ＮＰＯ等 

県民等 

短期               長期 

行政 

民間・ＮＰＯ等 

県民等 

○目標と成果指標 
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 目標 成果指標 施策の類型・推進すべき施策の方向性

 
４．住宅市場の環境整備 
 
 
 

○リフォーム相談窓口を設置した市町村数 

  23 市町村（H18.12 末）→全 56市町村（H20） 

○既存住宅の流通シェア 

  19％(H15)→25%（H27） 

○子育て世帯における誘導居住面積水準達成率 

 39%（H15)→50％（H22） 

○新築住宅における住宅性能表示の実施率 

  20％（H17)→50%（H22） 

①市場を活用した新設住宅の良質化の

実現 

②市場を活用した既存住宅ストック等の

良質化の誘導 

（２）市場を通じた

住宅の良質化の実現

①住情報の提供の促進 

③安心して賃貸借できるトラブルのない

住宅市場の環境整備 

②多様なニーズに対応できる既存住宅の

流通市場の環境整備 

（１）住宅を安心し

て選択できる住宅

市場システムの構

築 

短期               長期 

行政 

民間・ＮＰＯ等

県民等

 
６．地域特性に応じた施策の展開 ○市町村住生活基本計画策定市町村数

  0 市（H18）→ 28 市町村(H22) 

全 56 市町村（H27）

７つの地域特性に応じた施策の展開 
（１）民間賃貸住宅需要が高い地域における多様な暮らし方の実現 
（２）都市居住が進展する大都市地域における魅力・アメニティの増進 
（３）新たな住宅需要が見込まれる地域における良好な居住環境・コミュニティの形成 
（４）既存の公共賃貸住宅等が集積する地域における団地の再生 
（５）郊外に既存の戸建住宅が集積する地域における住宅地の再生 
（６）中心市街地における歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりの促進 
（７）農漁村等の人口減少地域における地域資源を活かした居住の促進 

短期               長期 

民間・ＮＰＯ等

県民等 

行政 

 
５．住宅セーフティネットの確保 
 
 
 

○最低居住面積水準未満率 

  4％(H15)→早期に解消 

○高齢者（65 歳以上の者）の居住する住宅の一定のバリアフリー化

率：26.6％（H15）→75％（H27） 

○被災建度判定士の築物の応急危険登録数 

  延べ 3,638 人（H17)→延べ 4,000 人（H22) 

○応急仮設住宅の確保 建設候補地 全 56 市町村 900 ヶ所 57,101

戸(H18)→建設候補地の確保に努めるとともに民間賃貸住宅も活

用した応急仮設住宅の供給体制の確保(H27) 

①公共賃貸住宅ストックの有効活用 

②民間賃貸住宅を活用した居住の安定

確保 

（１）住宅困窮者等

に対する適切な住宅

の確保 

①災害時等の住宅困窮者に対する住宅の 
確保 

（２）災害復興等の

緊急状況への対応 

短期               長期 

県民等 

行政 

民間・ＮＰＯ等
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(4) 高齢者向け優良賃貸住宅 

 高齢者向け優良賃貸住宅制度は、「高齢者の居住の安

定確保に関する法律」に基づき、バリアフリー構造を

有するなど、良好な居住環境を備えた高齢者向け優良

賃貸住宅を供給するものです。知事は、本住宅の整備

及び管理をしようとする者の申請により認定を行いま

す。（第13表参照） 

 認定されると法に従った整備費補助、家賃減額補助

の助成を受けられます。 

 

① 整備基準（抜粋） 

ア 戸数：５戸以上 

イ 規模：高齢者単身世帯 25㎡以上 

         夫婦世帯 29㎡以上 

ウ 構造：耐火構造、準耐火構造 

エ 駐車場：高齢者世帯戸数の１割程度 

オ 設備：緊急時通報装置 

 

② 供給方式 

ア 借上方式（民間の土地所有者等により整備され

た住宅を、民間管理会社等が借上げて管理するも

の） 

イ 管理受託方式（民間の土地所有者等により整備

された住宅を、民間管理会社等が受託して管理す

るもの） 

③ 助成内容 

ア 整備費に対する補助 

民間主体が整備…共用部分等整備費の2/3 

（国1/3、地方1/3） 

イ 家賃に対する補助 

・家賃と入居者負担額の差額を補助 

（原則階層：収入分位 0～25％以下） 

（裁量階層：収入分位25～40％以下） 

共に、国1/2、地方1/2 

・期間 15年 

・入居者負担額…所定の方法で算出した額 

（所得に応じた負担） 

 

④ 入居者資格 

ア 入居者が60歳以上で、同居者がいる場合は、配

偶者若しくは60歳以上の親族又は特別の事情に

より同居することが必要と認められる者 

 （収入制限なし） 

イ 入居者及び同居者が、入居時において自立した

生活を営むことができること(同居者の支援によ

り日常生活を営むことができる者も可) 

ウ 自ら居住するために住居を必要としている者 

エ 申込時に千葉県内に在住していること 

 

 
 
 第13表 〈高齢者向け優良賃貸住宅認定実績〉 

（単位：戸） 

種     別 Ｈ14年度 Ｈ15年度 Ｈ18年度 計 

千 葉 県 認 定 分  36 16 20 72 

 千 葉 県 36  0 0 36 

 
補助主体別内訳 

市 町 村  0 16 20 36 

(注１) 実績は供給計画の認定ベースである。 

(注２) 平成15年度以降は地域の福祉施策に精通した市町村が補助主体となり事業を推進 

 

 第14表 〈千葉県高齢者向け優良賃貸住宅一覧〉 
平成20年４月１日現在 

団 地 名 所 在 地 
管理戸数
(高優賃住戸数)

管理開始年月 最  寄  駅 管 理 者 補助主体

ジュネス北国分 市川市堀之内3-25-17 
19 
(14) 平成15年12月 北総鉄道北国分駅徒歩2分 ㈱アービック 千 葉 県

アドサム船橋壱番館 船橋市宮本2-8-5 
30 
(22) 平成16年２月 京成線大神宮下駅徒歩3分 ㈱アービック 千 葉 県

マ ン シ ョ ン 泉 旭市蛇園2516-4 
22 
(16) 平成16年６月 総武本線飯岡駅徒歩30分 (福)愛仁会 旭 市

サウスコート・スカイ 市川市市川南4-2-20 
27 
(20) 平成19年４月 総武線市川駅徒歩10分 ㈱アービック 市 川 市

 



25 

(5) 千葉県住宅供給公社の住宅 

 千葉県住宅供給公社は、住宅を必要とする勤労者に、

居住環境のよい集団住宅や、宅地を供給し、もって住

民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目

的としています。 

 その主な業務は、宅地分譲事業及び賃貸住宅管理事

業です。 

 県は、この事業を促進するため、賃貸住宅の建設費

の一部資金の貸付を行っています。 

 昭和28年１月の設立からこれまでに分譲住宅等につ

いて、多くの供給実績があります。（第15表参照） 

 なお、平成19年度には、宅地分譲が115区画、分譲住

宅が4戸ありました。 

 

 

住宅の種類 

積立分譲住宅：一定の期間内において一定の金額を

定期に積み立てて期間満了後、この

積立金を譲渡代金に充当し住宅を譲

渡する方法 

 

分 譲 住 宅：契約時に頭金、引き渡し時に残金を

支払い、住宅を譲渡する方法 

 

宅 地 分 譲：一戸建て独立住宅用地として、一定

期間内に建築着工し、一定の期間内

に入居することができる方に対して

分譲する宅地 

 

賃 貸 住 宅：公営住宅の入居資格要件を超える収

入階層を対象とした賃貸住宅で、一

定の収入以上の者が対象となる 

 

 第15表 〈千葉県住宅供給公社の平成19年度までの分譲住宅等建設実績〉                （単位：戸、区画） 

区   分 積立分譲住宅 分 譲 住 宅 宅 地 分 譲 賃 貸 住 宅 

実   績 9,850 17,247 5,413 (64筆) 1,391 

（ ）は未造成事業用地 

 

(6) 独立行政法人都市再生機構（旧都市基盤整備公団）

の住宅 

 独立行政法人都市再生機構（旧都市基盤整備公団）

は、前身である日本住宅公団設立以降、50年にわたり、

それぞれの時代の住宅ニーズに合わせた良好な居住環

境を提供するため、大都市地域を中心に賃貸住宅及び

分譲住宅を建設してきました。平成16年７月に都市基

盤整備公団と地域振興整備公団の地方都市整備部門が

一つとなり独立行政法人都市再生機構が発足し、美し

く安全で快適なまちづくりをプロデュースすることを

使命として、国家的な重要課題である「都市再生の実

現」に積極的に取り組んでいます。 

 賃貸住宅業務においては、バリアフリー化、リニュ

ーアル、屋外環境の整備などにより良質な賃貸住宅ス

トックの適切な維持保全を行うとともに、地域生活拠

点の整備と併せた建替事業を実施し、都心居住の推進

や高齢者居住の安定確保、子育て環境の整備等、住宅

政策上の課題への対応を進めています。また、民間供

給支援型賃貸住宅制度により、民間事業者による良質

な賃貸住宅の供給を支援しています。 

 なお、分譲住宅業務及び特定分譲住宅業務は撤退し

ています。 

 

 

 第16表 〈独立行政法人都市再生機構（旧都市基盤整備公団）の建設実績の推移〉              （単位：戸数） 

年 度 Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19

賃 貸 住 宅 1,055 1,258 160 728 901 959 615 658 697 440 0 220 931 278

分 譲 住 宅 1,514 53 138 0 0 0 164 0 0 0 0 0 0 0

賃貸・分譲計 2,569 1,311 298 728 901 959 779 658 697 440 0 220 931 278

特定分譲住宅 25 84 40 43 101 87 19 37 55 0 0 0 0 0

合 計 2,594 1,395 338 771 1,002 1,046 798 695 752 440 0 220 931 278

 ※発注ベース 
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３．住宅対策関係事業 

 

(1) 住宅市街地の整備 

ア．住宅市街地総合整備事業 

 大都市地域等の既成市街地において、快適な居住環

境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成、

密集市街地の整備改善を図るため、住宅等の建設、公

共施設の整備等を総合的に行う事業について必要な補

助を行う制度です。 

 これまでの住宅市街地整備総合支援事業及び密集住

宅市街地整備促進事業並びに、これらに係る住宅宅地

関連公共施設等総合整備事業が統合・整理され、都市

再生の推進に必要な課題に、より機動的に対応できる

ようになりました。 

 

イ．住宅市街地基盤整備事業（公共施設整備） 

 本制度は、良好な住宅及び宅地の供給を促進するた

め、三大都市圏の重点供給地域等において行われる公

的機関及び民間による住宅宅地開発事業及び住宅スト

ック改善事業に関連して整備が必要となる公共施設に

ついて、通常の国庫補助事業に加え別枠で補助を行う

ものです。 

 平成19年度における実績（事業費ベース）は、8,587

百万円で、施設別内訳は、道路3,182百万円（構成比

37.0％）が最も多く、次いで河川2,076百万円（同

24.2％）、区画整理1,972百万円（同23.0％）で、この

３施設で全体84.2％を占めており、以下、街路、公共

下水道の順となっています。（第１図参照） 

 

ウ．街なみ環境整備事業 

 住宅が密集し、かつ、住宅等が良好な美観を有して

いないこと等により住環境の整備改善を必要とする区

域において、ゆとりとうるおいのある住宅地区形成の

ため、地区施設、住宅及び生活環境施設の整備等住環

境の整備改善を行う事業です。 

 本県では、大多喜町が平成12年度から事業を実施し

ており、大多喜城の城下町としての歴史遺産を生かし

た街なみ整備を行っています。 

 また、香取市（旧佐原市）が平成17年度から、市川

市が平成19年度から事業を実施しており、歴史的資産

を生かした街なみ整備を行っています。 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 〈住宅市街地基盤整備事業（公共施設整備）施設別事業費の実績〉

24.2% 5.6%37.0% 23.0%

総  計  8,587百万円

河  川 街 路
公共 
下水道 道  路 区画整理

10.2%
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(2) 住情報の提供 

住宅関連相談 

 県では、住宅及び宅地に関する諸問題の相談に応ず

るため、昭和38年７月に住宅宅地相談所を設置し（平

成８年４月に住まい情報センターと名称変更）、情報提

供業務を行っていました。平成15年４月から土、日、

祝日も県民の皆様からの住宅に関するお問い合わせに

お応えするため、住まい情報センターに加え千葉県住

宅供給公社の総合案内所内に「住まい情報プラザ」を

開設しました。平成17年度から、相談窓口の合理的な

運営と相談内容の充実を図るため、住まい情報センタ

ーを閉鎖し、住宅等に関する相談窓口を「住まい情報

プラザ」に１本化し運営しています。 

 その業務内容は、住宅、宅地、法律問題等について

専門機関への紹介を行うほか、公的機関による賃貸住

宅、分譲住宅及び宅地分譲に関する案内等です。 

① 県営住宅 

 県営住宅の募集及び入居に関する資料の提供、

パンフレットの配布等をします。 

② ＵＲ、公社関係等 

 都市再生機構（ＵＲ）、千葉県住宅供給公社、(財)

千葉県まちづくり公社、市等が募集する分譲住宅、

賃貸住宅、宅地分譲等のパンフレットの配布をし

ます。 

③ 専門機関の連絡先等の情報提供 

 マンション管理、リフォーム、法律問題に関す

る内容が特に多くなっています。 

 なお、平成19年度中の住まい情報プラザ取扱件

数は、1,054件で、その内訳は第30表のとおりです。 

 

(3) その他の住宅関連施策 

ア．住宅の品質確保 

 平成11年６月に「住宅の品質確保の促進等に関する

法律」が公布され、平成12年４月１日から施行されま

した。これにより、新築住宅の基本構造部分の10年保

証や、住宅性能表示制度の創設等が行われました。ま

た、平成13年４月２日からは中古住宅についても５年

保証をする既存住宅保証制度が発足されております。

県では、関係団体の協力を得て住宅取得に関するトラ

ブルの防止や万一のトラブルの際も消費者の立場から

紛争を速やかに処理できるよう、各種講習会等を通し

て法律、制度の普及に努めています。 

 

イ．高齢者の居住の安定確保 

 平成13年10月1日に全面施行された「高齢者の居住の

安定確保に関する法律」により、高齢者向け優良賃貸

住宅の供給や、高齢者が円滑に入居できる賃貸住宅（高

齢者円滑入居賃貸住宅）の登録、持家のバリアフリー

化等の制度が、実施されています。県では、高齢者向

け優良賃貸住宅の認定や、高齢者円滑入居賃貸住宅の

登録・情報提供のほか、終身建物賃貸借事業の認可等

を行い、高齢者が安心して生活できる居住環境の実現

に努めています。なお、平成19年度末までに、高齢者

向け優良賃貸住宅については、4団地72戸を認定し、高

齢者円滑入居賃貸住宅については、642件7,124戸を登

録しています。また、終身建物賃貸借事業については、

平成19年度末までに1団地を認可しています。 

〔高齢者の住まいの相談会〕 

 県では、高齢者が抱える相続、借地権等の法律上の

問題や住宅の増改築、バリアフリー等建築上の問題に

ついて、弁護士と建築士が一緒になって相談に応じる

「高齢者の住まいの相談会」を平成14年度から開催し

てきました。平成19年度は、木更津市（１月）と流山

市（２月）で２回開催し、リフォームや耐震関係など

７件の相談がありました。 

 

ウ．マンション管理の適正化 

 平成12年12月８日に「マンション管理の適正化の推

進に関する法律」が公布され、平成13年８月１日に施

行されました。これにより、マンション管理について

相談、助言、指導を行うマンション管理士制度や、マ

ンション管理支援のための専門的な組織の指定など管

理適正化に対する各種制度が発足しました。県では、

マンション管理セミナーや個別相談会を実施するとと

もに、法律の普及を行い、マンション管理組合等が的

確な対応が図れるよう支援に努めます。 

〔マンション管理基礎セミナー・個別相談会〕 

 県では、管理組合の運営・大規模修繕など分譲マン

ションをめぐる諸問題に関する情報提供を目的として、

マンションの管理組合役員等を対象に、昭和63年から

「マンション管理基礎セミナー」を、平成16年度から

マンション管理士を相談員として「個別相談会」を開

催してきました。平成19年度は、管理基礎セミナーを

市川市（７月）、船橋市（11月）、松戸市（２月）で３

回開催、個別相談会を市川市ほか県内各地で12回開催

しました。 
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エ．マンション建替え円滑化について 

 平成14年６月19日に「マンションの建替えの円滑化

等に関する法律」が公布され、平成14年12月18日に施

行されました。区分所有者の５分の４以上の賛成決議

の後、法人格をもったマンション建替組合を設立し、

建て替えに合意しない所有者の権利を時価で買い取る

ことができるようになりました。また、老朽化して危

険な状態にあるマンションについては、市町村長は建

て替えを勧告できるようになっています。 

 

オ．定期借家制度 

 平成11年12月の「良質な賃貸住宅等の供給の促進に

関する特別措置法」の公布により、「借地借家法」が改

正され、平成12年３月１日から定期借家契約が締結で

きるようになりました。県では、定期借家制度の普及

や賃貸住宅等に関する情報の提供・相談等の体制整備

などに努めています。 

 

カ．住宅の防犯について 

 平成16年３月23日に「千葉県安全で安心なまちづく

りの促進に関する条例」が制定され、平成16年10月１

日に施行されました。 

条例には、県民の平穏な生活の確保を目指して、安

全で安心なまちづくり、すなわち犯罪の機会を減少さ

せるための環境づくりと県民などによる犯罪防止のた

めの自主的な活動についての理念が定められ、県や市

町村、県民、事業者などが協働して施策を推進するこ

とで、安全で安心なまちづくりを促進していくことと

なりました。 

また、防犯性の高い住宅の普及を図ることを目的に、

条例第18条第１項の規定により犯罪の防止に配慮した

住宅の構造及び設備に関し必要な基準である「犯罪の

防止に配慮した住宅の構造及び設備に関する指針」が

平成16年11月12日に告示され、住宅を建設、設計、供

給する事業者及び共同住宅の所有者に対し、指針に基

づき住宅の整備を行うよう努力規定が定められました。 

 なお、平成19年度は、防犯セミナー（３回）を通じ

て、犯罪の防止に配慮した住宅の普及啓発や、防犯意

識の向上を図りました。 

 

キ．災害時の協定等に基づく支援策について 

ａ 応急仮設住宅の建設による住宅提供について 

応急仮設住宅は、大規模災害時に自らの資力では住

宅確保ができない被災者に対して、一時的な居住の安

定を図ることを目的に建設されるもので、建設は市町

村長が実施しますが、災害救助法適用の場合、知事が

応急仮設住宅の建設を行います。 

なお、県は、社団法人プレハブ建築協会との間で「災

害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」を昭

和58年12月１日に締結し、県の要請に基づき協会が応

急仮設住宅を提供する体制を整えています。 

※参考 

○応急仮設住宅の仕様 

（災害救助法施行細則） 

  応急仮設住宅の一戸当たりの規模は29.7㎡を基

準とし、その設置のため支出できる費用は2,326

千円以内とする。 

○業務の期限 

①被災後20日以内に着工（災害救助法） 

②設置後２年で解体（建築基準法） 

 

ｂ 民間賃貸住宅の借り上げによる住宅提供について 

 地震等の大規模な災害により住宅を失った被災者に

対しては、災害救助法に基づき県が応急仮設住宅を建

設することとなりますが、災害規模が大きい場合、そ

の建設には設置できる場所に限度があり、また、相当

の時間が必要となります。 

 これを補完するため、民間賃貸住宅の空き家を借り

上げ、応急仮設住宅として提供するための協定を、県

と社団法人千葉県宅地建物取引業協会との間で平成18

年５月25日に締結しました。 

 この協定に基づき、協会から情報提供のあった賃貸

住宅を県で借り上げ、住宅を確保できない被災者に応

急仮設住宅として提供します。 

※参考 

○借り上げ基準 

   災害規模が大きく被災地の近隣で建設用地を

確保できない場合や、病気など特別な理由から避

難所生活が困難と考えられる被災者については、

厚生労働省と協議のうえ、民間賃貸住宅の借り上

げを実施する。 

○借り上げ期間 

２年以内 

○借り上げ費用 

月額約10万円を上限（一戸当たり） 
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ｃ 住宅金融支援機構との協定に基づく住宅復興につ

いて 

 大規模地震、風水害等の災害時に、被災した住宅の

早期復興を支援するため、住宅相談窓口の開設や、被

災者の住宅相談への早期対応などを内容とする協定を

住宅金融公庫首都圏支店（現：(独)住宅金融支援機構

首都圏支店）との間に平成17年９月１日に締結しまし

た。 

 

 この協定に基づき、住宅金融支援機構は、県からの

要請のもと、 

(ⅰ) 被災地に住宅相談窓口の設置及び住宅金融支援

機構職員の派遣 

(ⅱ) 住宅再建に関する相談の実施 

(ⅲ) 災害復興住宅融資の実施 

(ⅳ) 機構融資の債務者に対する返済の猶予や返済期

間の延長等の実施 

 

以上の措置等を講ずることにより、被災者の住宅復

興を支援します。 
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４．県営住宅の管理 

 

(1) 県営住宅の管理状況 

 県が管理している県営住宅の管理戸数は、平成20年

３月31日現在148団地、19,629戸（公営18,877戸、改良

住宅656戸、地域特別賃貸住宅22戸・特定公共賃貸住宅

74戸）です。（第19表参照） 

 構造別にみると、準耐1,199戸、中高層18,430戸です。

また、昭和20年度から50年度までに建設された県営住

宅のうち6,191戸が譲渡や用途廃止等により処分され

ています。 

 地域別にみると、千葉市が7,388戸と最も多く、次い

で市原市2,210戸、船橋市1,224戸、習志野市1,174戸、

成田市1,158戸の順で続き、以上５市で全体の67.0％を

占めています。平成20年３月31日現在、県営住宅への

入居状況は、入居戸数18,434戸、入居率93.9％です。 

 県営住宅の管理業務は、家賃の決定、入居者の募集、

修繕など広範囲にわたっており、管理体制の充実を図

るために、昭和47年度から財団法人千葉県都市公社（現 

千葉県まちづくり公社）に業務を委託してきましたが、

平成18年度から千葉県住宅供給公社に管理代行をさせ

ています。 

 

 第19表 〈県営住宅の管理戸数〉 平成19年度末 

（単位：戸） 

 県  営  

公   営 改   良 地 域 特 賃 特 公 賃 計 

18,877 656 22 74 19,629 

 

 

(2) 管理業務 

ア．募 集 

 県では、毎年度新築した住宅の新規募集と、空家

が生じた場合の入居者募集（空家募集）を行ってい

ます。 

 空家募集については、平成９年度までは毎月抽せ

んを行っていましたが、平成10年度からは団地別・

種別ごとに年４回の抽せんに変更しました。 

 これらの募集の際には、社会福祉の観点から母

子・父子世帯、高齢者世帯、身障者世帯等に対して

は、当選率が有利になるように配慮しています。 

 平成19年度中の募集状況は、下表のとおりです。 

（第20表参照） 

 

 

 第20表 〈平成19年度 入居者募集状況〉 
 

区     分 募集戸数（Ａ） 応募者数（Ｂ） 応募倍率（Ｂ）／(Ａ) 

公 営 住 宅 1,054 13,102 12.4 

改 良 住 宅    19    300 15.8 

合     計 1,073 13,402 12.5 
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イ．家 賃 

 毎年度、入居者からの収入申告に基づき、当該入居

者の収入及び当該県営住宅の立地条件、規模、建設時

からの経過年数に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃

以下で、政令で定めるところにより、決定することに

なっています。 

 

ウ．収入超過者等の現状と対策 

 公営住宅は、住宅に困窮する低所得者のための住宅

ですから、その主旨を充分生かすため、入居後３年を

経過し、政令月収が200,000円（裁量階層は268,000円）

を超える入居者は、収入超過者に認定され、住宅を明

け渡す努力義務が生じます。 

 また、入居後５年を経過し、政令月収が２年連続し

て397,000円を超える入居者は高額所得者に認定され、

住宅を明け渡す義務が生じます。 

 なお、改良住宅においては、入居後３年を経過し、

政令月収が137,000円（裁量階層は178,000円）を超え

る入居者は収入超過者に認定され、住宅を明け渡す努

力義務及び割増賃料を支払う義務が生じます。 

 県では、収入超過者等に対し退去先の住宅の斡旋を

しております。 

 

     第21表 〈収入超過者等の現状〉 （平成19年度認定） 
（単位：戸） 

区    分 年度末入居者 収入超過者 高額所得者 

公 営 住 宅 17,763 1,877 17 

改 良 住 宅    593    84 － 

合     計 18,356 1,961 17 

 

ａ．家賃の算定方法 

 (ⅰ) （本来入居者の家賃）＝（家賃算定基礎額）×（市町村立地係数）×（規模係数） 

             ×（経過年数係数）×（利便性係数） 

 (ⅱ) （収入超過者の家賃）＝（本来家賃）＋〔（近傍同種の住宅の家賃）－（本来家賃）〕 

             ×（割増率：下表） 

政令月収※ 収入超過者となってからの期間 割増率 

200,001円～238,000円 １年目 １／５ 

  ２年目 ２／５ 

  ３年目 ３／５ 

  ４年目 ４／５ 

  ５年目以降 １ 

238,001円～268,000円 １年目 １／４ 

  ２年目 ２／４ 

  ３年目 ３／４ 

  ４年目以降 １ 

268,001円～322,000円 １年目 １／２ 

  ２年目以降 １ 

322,001円以上 １年目以降 １ 

 (ⅲ) （高額所得者の家賃）＝（近傍同種の住宅の家賃） 

 

※「政令月収」とは、「公営住宅法施行令」（昭和26年政令第240号）第１条第３号に定める「収入」をいう。 

入居しようとする家族全員の年間総所得から扶養控除額などを差し引いた後の額を12(ヵ月)で除した額。 
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ｂ．家賃計算の例（平成19年度） 

 千葉市（市町村立地係数 1.10）にある床面積63㎡（規模係数 0.90）、築３年（経過年数係数 0.9883）の住

宅で、利便性係数は0.90、近傍同種の住宅の家賃は100,000円とする。 

  例１ 政令月収165,000円の場合 

     53,200円×1.10×0.90×0.9883×0.90≒46,800円 

 

  例２ 政令月収253,000円の場合 

     81,400円×1.10×0.90×0.9883×0.90≒71,600円 

     （収入超過者となってから1年目の場合の家賃） 

     71,600円＋(100,000円－71,600円)×１/４＝78,700円 

 

ｃ．家賃算定基礎額 

 国が毎年度貯蓄動向調査から家賃算定基礎額を改正します。 

入居者の政令月収 家賃算定基礎額 備        考 

0～123,000  37,100  

123,001～153,000  45,000  

153,001～178,000  53,200  

178,001～200,000  61,400  

200,001～238,000  70,900 収入超過者及び裁量階層 

238,001～268,000  81,400 収入超過者及び裁量階層 

268,001～322,000  94,100 収入超過者 

322,001～ 107,700 収入超過者 

 

ｄ．立地係数 

 国が設定します。 

1.10 千葉市、市川市、船橋市 

1.05 松戸市、習志野市、柏市、浦安市 

1.00 流山市、我孫子市 

0.95 木更津市、佐倉市、市原市、八千代市、鎌ケ谷市、四街道市 

0.90 野田市、成田市、東金市、酒々井町、富里市、白井市 

0.85 茂原市、袖ケ浦市、印西市、大網白里町 

0.80 銚子市、館山市、君津市、八街市、いすみ市、印旛村、栄町 

0.75 香取市、勝浦市、鴨川市、富津市 

0.70 上記以外の市町村 

 



36 

ｅ．規模係数 

 戸当たり住戸専用面積÷70㎡ 

 

ｆ．経過年数係数 

 木 造 以 外 木     造 

一 般 地 域 1-0.0039×経過年数 1-0.0087×経過年数 

既成市街地 1-0.0010×経過年数 1-0.0051×経過年数 

 

ｇ．利便性係数 

 県が県営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、県営住宅の設備その他の当該県営住宅の有する利便性

の要素となる事項を勘案して0.7以上1.3以下で定めます。 

 

 

用語の説明 

【本来入居者】 

 一般県営住宅の使用者で、その収入が入居収入基準内の者、及びその収入は入居収入基準を超えるが入居

期間が３年未満の者をいう。 

【収入超過者】 

 一般県営住宅を引き続き３年以上使用し、入居収入基準を超える収入がある者をいう。収入超過者には、

住宅の明渡し努力義務が生じる。 

【高額所得者】 

 一般県営住宅に引き続き５年以上入居している者で、最近２年間引き続き公営住宅法施行令で定める基準

を超える収入がある者をいう。その基準は月額397,000円である。高額所得者には、住宅の明渡し義務が生じ

る。 

【近傍同種の住宅の家賃】 

 民間住宅の家賃とほぼ同程度になるよう、公営住宅法施行令において定められた方法により算定された家

賃をいう。 

【家賃算定基礎額】 

 入居者の収入に応じて設定されるもので、いわゆる応能部分であり、具体的には公営住宅法施行令第２条

第２項に規定する収入区分ごとに定まる額である。 

【裁量階層】 

 「特に居住の安定を図る必要がある」（公営住宅法第23条）世帯として入居収入基準の緩和が図られた世帯

をいう。 

【収入分位】 

 全国の世帯の年間収入の低いものから高いものへ順に並べたもの。収入分位25％とは、収入の低い方から

25％という意味である。 
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